
 

 

 

 

 

 

 

世代間交流住宅 せせらぎ 

入居募集説明書 
 

     

住  所 ： 宮城県刈田郡七ヶ宿町字 関184番地5 

名  称 ： 世代間交流住宅 せせらぎ 

仕  様 ： 木造平屋建 １ＬＤＫ オール電化仕様 

募集戸数 ： １棟 １戸 

募集期間 ： 令和８年２月２日（月）～令和８年２月１７日（火） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
七ヶ宿町農林建設課 



［１］申込者の資格・・・次の要件を満たすことが必要です。 

 

（１）七ヶ宿町に定住を希望し、居住するための住宅を必要としている４０歳未満の若 

   者世帯の方。 

（２）就労していること。 

（３）暴力団員ではないこと。 

（４）市町村税等を滞納していないこと。 

 

［２］申込みのときに提出するもの  

  □入居申込書  

  □世帯全員の住民票 

   申込者、同居親族及び同居以外の扶養親族が記載されている世帯の住民票 

   （本籍地・続柄記載のもの） 

   ※なお、婚姻の予約者等、現在別居の状態にある者については、それぞれの世帯 

   の住民票  

  □所得を証する書類 

   申込者、同居親族及び同居以外の扶養親族について下記の１または、２の双方の 

書類  

   １．市町村長発行の前年分の所得証明書 

    （ただし、前年分の証明がとれない期間は、前々年分の証明とする。）  

   ２．前年の所得を証する書類  

   ア．給与所得者（パート収入のある者を含む）は源泉徴収票、または給与証明書 

   イ．事業所得者は、確定申告書の写し、または収支明細書  

   ウ．年金受給者は、公的年金源泉徴収票、または年金改定通知  

 

□勤務先証明書（様式２） 

   

□納税または非課税証明書・・・市町村発行のもの 

  

 ≪該当する方に提出していただく書類≫ 

 □婚姻の予約者と同居する場合、婚約確認書 

  □申込者及び同居しようとする者が、外国籍の場合 

   ・・・外国人登録済証明書及び外国人登録証の写し 

□その他、窓口で提出を指示された書類  

 

 

 

 

 



［３］申込みについての注意   
（１）申込書は、本人または家族の方が農林建設課まで持参、もしくは郵送で提出願い 

 ます。  

（２）申込書及びその他の提出書類の記載事項が事実と相違するときは、申込み及び入 

   居の決定が取り消しとなります。  

（３）提出された申込書は返却しません。   

 

［４］入居者の決定方法  

 申し込み者が多い場合は、抽選により入居者を決定します。抽選となる場合、文書に

より、日時、会場をお知らせいたします。 

 

 ≪入居補欠者≫ 

  入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて入居補欠者を定めた場合は、入居  

決定者が世代間交流住宅に入居しないときに入居補欠者のうちから入居順位に従い入 

居者を決定することになります。  

 

［５］入居手続き  

（１）書類の提出 

 次の手続きを入居決定のあった日から起算して１０日以内に行ってください。  

□契約書、保証承諾書、賃貸契約に係わる説明書（別紙）の提出 

  ・連帯保証人２名（法人を除く）は、独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同等 

以上の収入を有すること。 

  ・連帯保証人の印は、実印とすること。 

  ※連帯保証人を法人とするとき 1 社で可能 

≪添付書類≫ 

１． 連帯保証人の印鑑登録証明書（発行後 3 ヵ月以内のもの） 

※特別の事情があると認めたときは１名とすることができる。 

２． 連帯保証人の収入を証する書類（所得証明書、または源泉徴収票等） 

３． 連帯保証人の住民票 

  ※入居後、連帯保証人に変更があった場合は、直ちに変更の手続きをしてください。 

（２）敷金の納入  

  ・入居時の家賃の３ヵ月分を納めてください。 

  ・敷金は原則返還致します。しかしながら、住宅退去の際に未納家賃及び入居者が 

原因による破損等を発見した場合、控除して返還します。 

  ※期限内に、契約書及び関係書類を提出されない場合、または敷金を納入さ 

   れない場合、入居決定が取り消しとなります。 

 

（３）カギの引渡、入居準備 

  ・鍵については入居の説明後にお渡しします。 



・電気についてはご自身で東北電力に連絡してください。 

（４）入居届、上下水道の使用開始の届出の提出 

・交流住宅に住民票を異動し、添付していただきます。 

 

［６］契約期間 

 （１）賃貸期間は３年目の年度末（３月３１日まで）となります。例として、令和８

年１月１日から入居した場合、令和１１年３月３１日までの契約となります。４０歳

未満の方は再契約が可能ですので、引き続き入居される場合、[５]の入居手続きを再

度行っていただきます。 

 （２）満４０歳になる年度末に契約が終了しますので、退去の準備をよろしくお願い

いたします。 

 （３）例外として、１８歳以下のお子さんが同居している場合は、１９歳になる年度

まで再契約できます。 

 

［７］家賃 

 （１） 家賃については床面積の違いから、下記の金額となります。 

〇１０１号、１０２号・・・28,000 円 

〇１０３号～１０７号・・・29,000 円 

（２）１８歳以下の子がいる場合は人数に関係なく上記家賃から 4,000 円減額となり 

ます。契約期間中に子が生まれた場合は出生届を提出いただき、翌月からの減 

額となります。 

（３）街灯等、共同で利用する部分の維持管理のための共益費として毎月 500 円を家 

賃に加算し、請求いたします。 

 （４）毎月１５日頃に納付書を送付しますので、当月末日までに納めてください。口 

座振替の場合は期限の前日までに口座の残高をお確かめください。引落し日に 

ついては、その月の末日が金融機関の休業日にあたる場合、金融機関の翌営業

日となります。 

 

  なお、口座振替を希望の方は、町指定金融機関の窓口へお申し込みください。 

※町指定金融機関（郵便局、仙南信用金庫、みやぎ仙南農業協同組合） 

［８］入居者の費用負担義務  

（１）電気・水道及び下水道の使用料  

（２）共同施設・給水施設及び汚水処理施設の使用または維持運営に要する費用 

（３）住宅及び共同施設の軽微な修繕に要する費用 

   ・ガラスの取替、網戸、給水栓（蛇口）・蛍光灯バルブ、点灯管取替 

   ・木造器具及び建具 

（４）各部屋の電灯・及び撤去に要する費用 

（５）網戸等の模様替え及び撤去に要する費用 



（６）環境の維持整備に要する費用 

 ※修繕については経過年数を考慮し、基本的には役場が修繕を行いますので、設備の

故障等は速やかに報告してください。ただし、入居者が原因によるものについては、入

居者に修繕していただきます。 （例：エアコンの清掃を定期的に行わず、故障した等） 

  

 

［９］駐車場を使用する場合は、申請書を提出していただきます。契約時に

提出してください。 

 駐車可能台数（自動車保管場所証明可能台数） １世帯２台 

 ・自動車保管場所証明は農林建設課で交付します。交付希望日の前日までに申請して

ください。 

 ※２台以上の乗用車を所有している世帯は、３台目以降の駐車場については    

 各所有者で確保してください。 

 

［10］住宅の入居取り消しと明渡請求について 

 次のいずれかに該当する場合には、入居の取消や、明渡し請求をすることになります。  

（１）不正行為によって入居したとき。 

（２）家賃を３月以上滞納したとき。 

（３）住宅または共同施設を故意に毀損したとき。 

（４）正当な事由によらないで１５日以上住宅を使用しないとき。 

（５）入居者の保管義務（他の入居者に迷惑をかけない、承認を受けて模様替え等を行 

 う、承認を受けて他の者を同居させる、居住の目的以外に使用してはならない等） 

 に違反したとき。 

 

［11］退去について 

 交流住宅を退去される場合、退去の１０日前までに明け渡し届けを提出し、職員によ

る検査を受けていただきます。経年劣化以外で修繕を必要とする箇所がある場合は、入

居者側で修繕となります。（たばこ焼け、クロスの破損等） 

 

［12］その他   

（１）入居室及び郵便受の表札を掲げてください。 

（２）自治会の運営、清掃、除雪などは入居者全員で協力して行ってください。 

（３）住宅では、犬や猫などのペットを飼うことはできません。 

（４）出生・死亡・転居等で同居親族に変更があったときは、速やかに「同居親族異動 

 届」を提出してください。新たに親族を同居させようとするときは、事前に「同居承 

 認申請書」を提出し承認を受けてください。  

（５）連帯保証人の住所・氏名・勤務先に変更があったときは、速やかに「連帯保証人 

 住所（氏名・勤務先）変更届」を提出してください。 



   連帯保証人の死亡等で連帯保証人の変更が必要となった場合には、速やかに「連 

 帯保証人変更承認申請書」を提出し承認を受けてください。 

（６）模様替えを行う場合には、事前に「模様替え申請書」を提出し承認を受けてくさ

さい。 （例）インターネット回線工事等 

（７）住宅を１５日以上不在にする場合には、「不在届」を提出してください。  

 

 この内容についてのお問い合わせは農林建設課までどうぞ 

 電話：０２２４－３７－２１１５ 


